
 

 （単位：百万円）

金 額 金 額

33,068         5,211,033      

394            33,323         

32,674         5,115,181      

90,000         62,529         

79,448         15             

10             413,511        

4,066,633      49,073         

2,428,429      85,000         

95,896         313            

528,967        236,695        

265,390        7,995          

650,174        257            

97,775         3,114          

837,529        18,286         

113,662        8,427          

723,867        3,871          

443,937        246            

252,124        230            

184,934        40,850         

3,881          50,530         

138            22,177         

2,858          54             

29,422         

15,656         5,738,171      

13,766         

7              166,000        

269,396        281            

239,203        97,657         

1,751          89             

19,545         97,568         

4,143          基 金 償 却 準 備 金 143,500        

417            社員配当平衡積立金 265            

215            当 期 未 処 分 剰 余 金 △ 46,197  

4,118          263,939        

64,575         △ 47,024  

54             △ 45,044  

△ 3,904  △ 92,069  

△ 137  

171,870        

5,910,042      5,910,042      

コ ー ル ロ ー ン 社 員 配 当 準 備 金

平成23年度　(平成24年3月31日現在）　貸借対照表

科 目 科 目

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

現 金 お よ び 預 貯 金 保 険 契 約 準 備 金

現 金 支 払 備 金

預 貯 金 責 任 準 備 金

社 債 未 払 金

買 入 金 銭 債 権 再 保 険 借

金 銭 の 信 託 そ の 他 負 債

有 価 証 券 債券貸借取引受入担保金

国 債 借 入 金

地 方 債 未 払 法 人 税 等

一 般 貸 付 リ ー ス 債 務

株 式 未 払 費 用

外 国 証 券 前 受 収 益

そ の 他 の 証 券 預 り 金

貸 付 金 預 り 保 証 金

保 険 約 款 貸 付 金 融 派 生 商 品

その他の有形 固定 資産 支 払 承 諾

有 形 固 定 資 産 資 産 除 去 債 務

土 地 仮 受 金

建 物 退 職 給 付 引 当 金

リ ー ス 資 産 価 格 変 動 準 備 金

建 設 仮 勘 定 再評価に係る繰延税金負債

前 払 費 用 損 失 て ん 補 準 備 金

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア 負債の部合計

その他の無形 固定 資産 （ 純 資 産 の 部 ）

再 保 険 貸 基 金

そ の 他 資 産 再 評 価 積 立 金

未 収 金 剰 余 金

貸 倒 引 当 金 評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

未 収 収 益 そ の 他 剰 余 金

預 託 金

金 融 派 生 商 品

仮 払 金

そ の 他 の 資 産 基 金 等 合 計

繰 延 税 金 資 産 その他有価証券評価差額金

支 払 承 諾 見 返 土 地 再 評 価 差 額 金

投 資 損 失 引 当 金

純資産の部合計

資 産 の 部 合 計 負債および純資産の部合計
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有価証券（現金および預貯金・買入金銭債権のうち有価証券に準じるものおよ

び金銭の信託において信託財産として運用している有価証券を含む）の評価は、

売買目的有価証券については時価法（売却原価の算定は移動平均法）、満期保有

目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、「保険業におけ

る「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（日本公

認会計士協会業種別監査委員会報告第２１号）にもとづく責任準備金対応債券

については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社株式および関連会社

株式（保険業法第２条第１２項に規定する子会社および保険業法施行令第１３

条の５の２第３項に規定する子法人等のうち子会社を除いたものおよび同法施

行令第１３条の５の２第４項に規定する関連法人等が発行する株式をいう）に

ついては原価法、その他有価証券のうち時価のあるものについては３月末日の

市場価格等（国内株式、国内株価指数連動型上場投資信託、外国株価指数連動

型上場投資信託（ヘッジ分を除く）および外貨建外国債券（ヘッジ分を除く）

は３月中の市場価格等の平均）にもとづく時価法（売却原価の算定は移動平均

法）、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては取得差額が

金利調整差額と認められる公社債（外国債券を含む）については移動平均法に

よる償却原価法（定額法）、それ以外の有価証券については移動平均法による原

価法によっております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純

資産直入法により処理しております。 

 

個人保険・個人年金保険に設定した小区分（保険種類・資産運用方針等により設

定）に対応した債券のうち、負債に応じたデュレーションのコントロールを図る

目的で保有するものについて、「保険業における「責任準備金対応債券」に関す

る当面の会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報

告第２１号）にもとづき、責任準備金対応債券に区分しております。 

責任準備金対応債券の当期末における貸借対照表価額は、 

２，３３１，２４６百万円、時価は、２，３７８，６６５百万円であります。 

 

なお、個人保険・個人年金保険（利率変動積立型終身保険・利率変動型積立保

険および平成７年１０月以降契約の一時払養老保険を除く）に対する小区分に

つき、より長期の負債に対応した債券投資を行う環境が整備されてきたことを

踏まえ、負債デュレーション算出の前提となる負債キャッシュ・フローを「将

来２０年分」から「将来２５年分」に変更しております。 

この変更による貸借対照表および損益計算書への影響はありません。 
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デリバティブ取引の評価は時価法によっております。 

 

土地の再評価に関する法律（平成１０年３月３１日公布法律第３４号）にもとづ

き、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税

金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除

した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

 

再評価を行った年月日              平成１３年３月３１日 

 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成１０年３月３１日公布政令第１１９号）

第２条第１号に定める地価公示法の規定により公示された価格に奥行補正等の

合理的な調整を行って算定または同施行令第２条第５号に定める不動産鑑定士

による鑑定評価に時点修正を行って算定。 
 
同法律第１０条に定める再評価を行った事業用土地の当年度末における時価の

合計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 
３９，２４６百万円 

 
有形固定資産の減価償却の方法は、次の方法によっております。 

・建物（リース資産以外） 

①平成１９年３月３１日以前に取得したもの 

旧定額法によっております。 

②平成１９年４月１日以降に取得したもの 

定額法によっております。 

 

・建物以外（リース資産以外） 

 ①平成１９年３月３１日以前に取得したもの 

旧定率法によっております。 

 ②平成１９年４月１日以降に取得したもの 

 定率法によっております。 

 

・リース資産 

①所有権移転外ファイナンス・リース取引 

  リース期間にもとづく定額法によっております。 
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外貨建資産・負債は、決算日の為替相場により円換算しております。 

なお、その他有価証券のうち時価のある外国株価指数連動型上場投資信託（ヘッ

ジ分を除く）および外貨建外国債券（ヘッジ分を除く）は、３月中の平均為替相

場により円換算しております。 

 

貸倒引当金は、資産の自己査定基準および償却・引当基準に則り、次のとおり計

上しております。 

破産、民事再生等、法的形式的な経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破

綻先」という）に対する債権および実質的に経営破綻に陥っている債務者（以下

「実質破綻先」という）に対する債権については、下記直接減額後の債権額から

担保の回収可能見込額および保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計

上しております。 

また、現状、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと

認められる債務者（以下「破綻懸念先」という）に対する債権については、債権

額から担保の回収可能見込額および保証による回収可能見込額を控除し、その残

額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しておりま

す。 

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒

実績率を債権額に乗じた額を計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準にもとづき、関連部署が資産査定を実施し、

当該部署から独立した内部監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に

もとづいて上記の引当を行っております。 

なお、破綻先および実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額

から担保の評価額および保証等による回収が可能と認められる額を控除した残

額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は１，３６０

百万円であります。 

 

投資損失引当金は、資産の自己査定基準および償却・引当基準に則り、市場価格

のない有価証券等の評価について、将来発生する可能性のある損失見込額を計上

しております。 

 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職給付に係る会計基準

（「退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書」平成１０年６月１６日企業

会計審議会）にもとづき、当年度末において発生したと認められる額を計上して

おります。 
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価格変動準備金は、保険業法第１１５条の規定にもとづき算出した額を計上して

おります。 

 

リース取引開始日が平成２０年３月３１日以前の所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引については、引き続き通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理

によっております。 

 

ヘッジ会計の方法は、「金融商品に関する会計基準」（平成２０年３月１０日企業

会計基準委員会）に従い、貸付金に対するキャッシュ・フローのヘッジとして繰

延ヘッジおよび金利スワップの特例処理、外貨建債券および外貨建投資信託の一

部にかかる為替変動リスクのヘッジとして時価ヘッジ、その他の外貨建取引等に

ついては為替の振当処理を行っております。 

なお、ヘッジの有効性の判定には、ヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動またはキ

ャッシュ・フロー変動を比較する比率分析によっております。 

 

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資

産にかかる控除対象外消費税等のうち、法人税法に規定する繰延消費税等につい

ては、前払費用に計上し５年間で均等償却し、繰延消費税等以外のものについて

は、発生年度の費用に計上しております。 

 

責任準備金は、保険業法第１１６条の規定にもとづく準備金であり、保険料積立

金については次の方式により計算しております。 

標準責任準備金の対象契約については、金融庁長官が定める方式（平成８年大蔵

省告示第４８号） 

標準責任準備金の対象とならない契約については、平準純保険料式 

 

無形固定資産に計上している自社利用のソフトウェアの減価償却の方法は、利用

可能期間にもとづく定額法により行っております。 

 

当期より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第 

２４号）および「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第２４号）を適用しております。 

また、保険業法施行規則の改正により、基金等変動計算書において、従来、前期

末残高と表示していたものを当期首残高として表示しております。 
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保険業法第１１８条第１項に規定する特別勘定以外の勘定である一般勘定の資

産運用は、保険商品ごとの負債特性に応じ、以下の方針で行っております。 
・ 利率変動積立型終身保険・利率変動型積立保険については、資産と負債のデ

ュレーションを一致させ金利変動リスクを回避することを目指す「マッチン

グ型ＡＬＭ」による円建公社債中心の運用を行っております。 
・ 上記以外の個人保険・個人年金保険については、国内公社債、貸付金、国内

株式、外国証券、不動産等のアセットミックスによってポートフォリオ全体

のリスクを管理しつつ、負債コストを中長期的に上回ることを目指す「バラ

ンス型ＡＬＭ」による運用を行っております。 
また、デリバティブ取引については、主に保有している有価証券が持つ価格変動

リスク、為替変動リスク等を回避（ヘッジ）することを目的に活用しております。 
なお、主な金融商品として、有価証券は価格変動リスク、為替変動リスク等の市

場リスクおよび信用リスク、貸付金は信用リスク、デリバティブ取引は、市場リ

スクおよび信用リスクに晒されております。 
市場リスクの管理にあたっては、ＶａＲ法による有価証券等のリスク量の定量的

な管理と、市場環境が悪化するシナリオを想定し、当社ポートフォリオへの影響

を分析するストレステストによる管理を併用し、許容されるリスクの範囲内で適

切な資産配分を行っております。信用リスクの管理にあたっては、取引先の信用

度に応じた社内信用格付の付与や、個別取引ごとの事前の厳正な審査、事後のフ

ォロー等を実施する体制を敷くとともに、信用リスクが特定の企業・グループに

集中することを防止するため、信用リスクの程度に応じた与信枠の設定を通じた

管理を行っており、リスク量を許容範囲内にコントロールしております。 
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主な金融資産および金融負債にかかる貸借対照表価額、時価およびこれらの差額

については、次のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円）

貸借対照表価額 時価 差額

現金および預貯金 33,068 33,068 -

コールローン 90,000 90,000 -

買入金銭債権 79,448 83,222 3,773

売買目的有価証券 - - -

満期保有目的の債券 69,759 73,533 3,773

責任準備金対応債券 - - -

その他有価証券 9,689 9,689 -

有価証券 3,873,649 3,929,391 55,742

売買目的有価証券 24,564 24,564 -

満期保有目的の債券 382,714 391,038 8,323

責任準備金対応債券 2,331,246 2,378,665 47,419

その他有価証券 1,135,123 1,135,123 -

貸付金 837,529 858,428 20,899

保険約款貸付 113,662 113,662 -

一般貸付 723,867 744,766 20,899

4,913,696 4,994,111 80,415

借入金 85,000 81,484 △ 3,515

負債計 85,000 81,484 △ 3,515

金融派生商品 (8,009) (8,004) 5

ヘッジ会計が適用されていないもの 3 3 -

ヘッジ会計が適用されているもの (8,012) (8,007) 5

資産計

*デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務

　となる項目については、( ）で示しております。
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有価証券（預貯金・買入金銭債権のうち「金融商品に関する会計基準」（企業会 

計基準第１０号）にもとづく有価証券として取扱うものおよび金銭の信託におい

て信託財産として運用している有価証券を含む） 

・市場価格のある有価証券 

①その他有価証券の時価は、３月末日の市場価格等（国内株式、国内株価指

数連動型上場投資信託、外国株価指数連動型上場投資信託（ヘッジ分を除

く）および外貨建外国債券（ヘッジ分を除く）は３月中の市場価格等の平

均）によっております。 

②上記以外の有価証券の時価は、３月末日の市場価格等によっております。

・市場価格のない有価証券 

非上場株式等（子会社・関連会社を含む）については時価を把握すること

が極めて困難と認められるものであるため、有価証券に含めておりません。

当該非上場株式等の当期末における貸借対照表価額は、１９２，９８４百

万円であります。 

 

貸付金および借入金 

保険約款貸付は、当該貸付を解約返戻金の範囲内に限るなどの特性により返済期

限を設けておらず、返済見込み、期間および金利条件等から、時価は帳簿価額と

近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。 

一般貸付・借入金については、主に、元利金の合計額を、信用リスクに見合った

利率で割り引いた価格を時価としております。なお、破綻懸念先、実質破綻先、

破綻先に対する貸付金については、直接減額前の帳簿価額から貸倒見積高を控除

した額を時価としております。 

 

金融派生商品 

①株式オプション取引の時価については、取引先金融機関から提示された価

格等によっております。 

②為替予約取引の時価については、３月末日のＴＴＭ等にもとづき当社で算

出した理論価格によっております。 

③金利スワップ取引の時価については、取引先金融機関から提示された価格

等によっております。 
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１９． 

 

 

２０． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 
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当社では、東京都その他の地域において賃貸用のオフィスビル等を有しており、

当期末における当該賃貸等不動産の貸借対照表価額は、２９３，０１３百万円、

時価は、２４２，０６２百万円であります。なお、時価の算定にあたっては、主

として社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書にもとづく金額(指標等を用

いて調整を行ったものを含む。)によっております。 

 

消費貸借契約により貸し付けている有価証券の貸借対照表価額は、４８，５８６

百万円であります。 

 

貸付金のうち、破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権および貸付条件緩和

債権の額は、４，３７９百万円であります。なお、それぞれの内訳は以下のとお

りであります。 

 

貸付金のうち、破綻先債権額は１百万円、延滞債権額は３，７７５百万円であり

ます。上記取立不能見込額の直接減額は、破綻先債権額１０４百万円、延滞債権

額１，２５５百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本または利息の支払の遅延が相当期間継続しているこ

とその他の事由により元本または利息の取立てまたは弁済の見込みがないもの

として未収利息を計上しなかった貸付金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未

収利息不計上貸付金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和４０年政令第 

９７号）第９６条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由または同項第４号に

規定する事由が生じている貸付金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸付金であって、破綻先債権および債務者

の経営再建または支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸付金以

外の貸付金であります。 

 

貸付金のうち、３カ月以上延滞債権額は３０５百万円であります。 

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本または利息の支払が、約定支払日の翌日を

起算日として３カ月以上延滞している貸付金で破綻先債権および延滞債権に該

当しない貸付金であります。 

 

貸付金のうち、貸付条件緩和債権額は２９６百万円であります。 

なお、貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建または支援を図ることを目的と

して、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他債務者に

有利となる取決めを行った貸付金で、破綻先債権、延滞債権および３カ月以上延

滞債権に該当しない貸付金であります。 
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有形固定資産の減価償却累計額は２５２，７２４百万円であります。 

 

特別勘定の資産の額は２５，７８３百万円であります。 

なお、負債の額も同額であります。 

 

子会社等に対する金銭債権の総額は２４１百万円、金銭債務の総額は１，１１１

百万円であります。 

 

取締役および監査役に対する金銭債務総額は２３百万円であります。 

 

繰延税金資産の総額は１２９，５０２百万円、繰延税金負債の総額は１，８４２

百万円であります。 

繰延税金資産のうち評価性引当額として控除した額は、６３，０８４百万円であ

ります。 

繰延税金資産の発生の主な原因別内訳は、 

有価証券評価損        ２４，１８７百万円、 

繰越欠損金          ２３，２４９百万円、 

その他有価証券の評価差額   ２０，５０１百万円、 

価格変動準備金        １５，４６２百万円、 

退職給付引当金        １２，９２５百万円、 

および危険準備金       １１，２８５百万円であります。 

繰延税金負債の発生の主な原因別内訳は、 
未収配当金           １，１１５百万円、 
およびその他有価証券の評価差額   ７０４百万円であります。 
 

当年度における法定実効税率は３６．１％であります。 
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２６． 

 

 

 

 

 

 

２７． 

 

２８． 

 

２９． 

 

 

３０． 

 

３１． 

 

 

３２． 

 

 

 

 

 

(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

｢経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を

改正する法律｣(平成２３年法律第１１４号)および「東日本大震災からの復興の

ための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成２３

年法律第１１７号)の公布に伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に適

用される法定実効税率３６．１％は、回収又は支払が見込まれる期間が平成２４

年４月１日から平成２７年３月３１日までのものについては３３．２％、平成 

２７年４月１日以降のものについては３０．６％にそれぞれ変更になりました。

この変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が 

９，６３７百万円の減少となります。また、法人税等調整額は８，８４１百万円

の増加となります。 

 

社員配当準備金の異動状況は次のとおりであります。 

当期首現在高                    ６８，０３６百万円 

当期社員配当金支払額              ５，５７１百万円 

利息による増加等                         ７０百万円 

その他による減少額                       ５百万円 

当期末現在高                    ６２，５２９百万円 

 

子会社等の株式または出資金は６，２９０百万円であります。 

 

担保に供されている資産の額は、有価証券１５，３４３百万円であります。 
 
保険業法施行規則第７１条第１項に規定する再保険を付した部分に相当する責

任準備金（以下「出再責任準備金」という。）の金額は４１百万円であります。 
 

保険業法施行規則第３０条第２項に規定する金額は２８１百万円であります。 

 

貸付金に係るコミットメントライン契約の融資未実行残高は、７,０００百万円

であります。 

 

借入金は、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特

約付借入金であります。 
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外貨建資産の額は  １９５，００５百万円であります。 

（主な外貨額          １，７６６百万米ドル、 

                          ３４１百万ユーロ、 

１２４百万豪ドル） 

 

保険業法第２５９条の規定にもとづく生命保険契約者保護機構に対する当年度

末における当社の今後の負担見積額は、１２，４３６百万円であります。 
なお、当該負担金は拠出した年度の事業費として処理しております。 

 

退職給付債務に関する事項は次のとおりであります。 

 

退職給付債務およびその内訳 

イ．退職給付債務                   △５６，６８４百万円 

ロ．年金資産                           ６，０９８百万円 

  (うち退職給付信託                  ２，８０７百万円) 

ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ）   △５０，５８５百万円 

ニ．未認識数理計算上の差異             ９，７３５百万円 

ホ．貸借対照表計上額純額（ハ＋ニ） △４０，８５０百万円 

ヘ．退職給付引当金                 △４０，８５０百万円 

 

退職給付債務等の計算基礎 

イ．退職給付見込額の期間配分方法                期間定額基準 

ロ．割引率                                         ２．５％ 

ハ．期待運用収益率                                 ２．５％ 

  (うち確定給付企業年金                         ３．７％) 

ニ．数理計算上の差異の処理年数    

平成１９年度以前発生分 翌期より ６年 

平成２０年度以降発生分 翌期より ８年 

ホ．過去勤務債務の額の処理年数                発生年度全額処理 
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（単位：百万円）

金 額
725,606                       
505,669                       
505,453                       

216                           
185,865                       
115,490                       

1                             
77,122                        
18,792                        
17,215                        
2,359                         

21                            
63,304                        
6,658                         

390                           
34,071                        
18,973                        
4,994                         
8,337                         
1,765                         

681,916                       
491,246                       
159,294                       
91,929                        
89,520                        

140,345                       
10,027                        

129                           
3,604                         
3,539                         

64                            
40,657                        
2,374                         
14,244                        

353                           
5,221                         

185                           
1,805                         

137                           
5,731                         
10,602                        

107,485                       
38,922                        
21,334                        
6,007                         
10,800                        

779                           
43,690                        
1,648                         

898                           
750                           

53,941                        
668                           

4,507                         
45,000                        
3,765                         
8,602                         

205                           
△ 15,890                 
△ 15,685                 

7,083                         当 期 純 剰 余

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額
そ の 他 特 別 損 失

税 引 前 当 期 純 損 失
法 人 税 お よ び 住 民 税

固 定 資 産 等 処 分 損
減 損 損 失

法 人 税 等 調 整 額
法 人 税 等 合 計

そ の 他 特 別 利 益
特 別 損 失

経 常 利 益
特 別 利 益

固 定 資 産 等 処 分 益

税 金
減 価 償 却 費
そ の 他 の 経 常 費 用

事 業 費
そ の 他 経 常 費 用

保 険 金 据 置 支 払 金

投 資 損 失 引 当 金 繰 入 額
賃 貸 用 不 動 産 等 減 価 償 却 費
そ の 他 運 用 費 用

有 価 証 券 評 価 損
金 融 派 生 商 品 費 用
為 替 差 損
貸 倒 引 当 金 繰 入 額

資 産 運 用 費 用
支 払 利 息
有 価 証 券 売 却 損

責 任 準 備 金 等 繰 入 額
責 任 準 備 金 繰 入 額
社 員 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額

給 付 金
解 約 返 戻 金
そ の 他 返 戻 金
再 保 険 料

経 常 費 用
保 険 金 等 支 払 金

保 険 金
年 金

退 職 給 付 引 当 金 戻 入 額
支 払 備 金 戻 入 額
そ の 他 の 経 常 収 益

特 別 勘 定 資 産 運 用 益
そ の 他 経 常 収 益

保 険 金 据 置 受 入 金

そ の 他 運 用 収 益

不 動 産 賃 貸 料
そ の 他 利 息 配 当 金

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益
有 価 証 券 売 却 益

利 息 お よ び 配 当 金 等 収 入
預 貯 金 利 息
有 価 証 券 利 息 ・ 配 当 金
貸 付 金 利 息

保 険 料 等 収 入
保 険 料
再 保 険 収 入

資 産 運 用 収 益

損益計算書

科 目
経 常 収 益

      　      平成23年度　 平成23年4月　1日から
平成24年3月31日まで
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子会社等との取引による収益の総額は３２０百万円、費用の総額は１０，１７５

百万円であります。 
 

有価証券売却益の内訳は、 

国債等債券                ５３，４０６百万円、 

株式等                      ８，２３８百万円、 

外国証券                   １，６５９百万円であります。 

有価証券売却損の内訳は、 

国債等債券                      １０７百万円、 

株式等                     ２，１２４百万円、 

外国証券                  １２，０１２百万円であります。 

有価証券評価損の内訳は、 

株式等                         ３５３百万円であります。 

 

責任準備金繰入額の計算上、足し上げられた出再責任準備金戻入額の金額は０百

万円であります。 

 

「売買目的有価証券運用益」の内訳は、売却益９０百万円、売却損６８百万円で

あります。 

 
「金融派生商品費用」には、評価損が１，４０１百万円含まれております。 

 

退職給付費用の総額は、７，５４７百万円であります。なお、その内訳は以下の

とおりであります。 

イ．勤務費用                             ２，５１２百万円 

ロ．利息費用                             １，６２８百万円 

ハ．期待運用収益                           △１７７百万円 

ニ．数理計算上の差異の費用処理額         ３，５８４百万円 
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 ８． 

 

 

 

 

 

 

(1) 
 
 
 
 

(2) 
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(4) 

 

 

当年度における固定資産の減損損失に関する事項は、次のとおりであります。 

 
資産のグルーピング方法 
保険事業等の用に供している不動産等については、保険事業全体で１つの資産グ

ループとしております。また、賃貸不動産等、遊休不動産等については、それぞ

れの物件ごとに１つの資産グループとしております。 
 
減損損失の認識に至った経緯 

不動産市況の悪化等により、一部の資産グループに著しい収益性の低下または時

価の下落が見られたことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失として特別損失に計上しております。 

 

減損損失を認識した資産グループと減損損失計上額の固定資産の種類ごとの内訳 

減 損 損 失 （ 百 万 円 ） 
用 途 

土 地 建 物 計 

賃貸不動産等 １，０８７ ７５９ １，８４６ 

遊休不動産等 １，４８３ １，１７６ ２，６６０ 

合 計 ２，５７１ １，９３５ ４，５０７ 

 

回収可能価額の算定方法 

回収可能価額は、賃貸不動産等については物件により使用価値または正味売却価

額を、遊休不動産等については正味売却価額を適用しております。なお、使用価

値については将来キャッシュ・フローを３．９％で割り引いて算定しております。

また、正味売却価額については不動産鑑定評価基準にもとづく評価額または公示

価格を基準とした評価額等から処分費用見込額を差し引いて算定しております。

 

その他特別損失には、希望退職制度にもとづく割増退職金２，７１５百万円を含

んでおります。 

 

-15- 朝日生命保険相互会社




